
旭川第五小・桜岡中学校いじめ防止プログラム
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○学校いじめ対策組織会議
※学期末にSCが参加

・学校いじめ防止基本方針の策定

・生徒，保護者への説明内容

・学校ホームページ等での公開

・組織の役割，事案への対処マニュアル等の確

認・共通理解

※いじめ早期発見のため，毎月，児童生徒交流を

行い実態を把握する。場合に応じて，いじめ対策

チームを中心に認知の判断や対処プランを検討

し，実施する。

○校内研修・基本方針の内容の共通理解

○学校いじめ対策組織会議
・児童生徒交流(場合に応じて，いじめ対策

チームを中心に認知の判断や対処プランを検

討し，実施する。)

○学校ネットパトロール※通年で実施

○市主催「いじめ防止対策研修

会」への参加

いじめの未然防止や

SOSの出し方の授業➀

○学校いじめ対策組織会議
・アンケート，教育相談の結果を情報共有，対

処の

検討

・児童生徒交流(場合に応じて，いじめ対策チー

ムを中心に認知の判断や対処プランを検討し，

実施する。)

○校内研修
・いじめ防止対策研修会

参加者からの還流報告

○基本方針（生徒版）策定 ・各学級での検討，周知

○相談窓口の理解
・スクールカウンセラー，

子どもホットライン，

子ども相談支援センターなど

対面式（児生会）

あいさつ運動（児生会）

通年

運動会・学校祭テーマ作成

（児生会）

STOPいじめ宣言作成（児生会）

いじめアンケート調査①
心と身体のチェックリストの

実施【小高学年，中学生】

教育相談①ほっとの活用

○中連生活部６月研への

参加（児生会）

○保護者懇談会
・基本方針の説明

・インターネット上のいじめ防止等

に関わる協力要請

・警察との連携した対応について

の説明

○基本方針のＨＰ公開

資料1

いじめの未然防止や

SOSの出し方の授業➀

いじめ・非行防止強調月間

➀いじめを扱った授業➀

いじめ・非行防止強調月間

➀いじめを扱った授業➀

○いじめ事案連絡報告※週1回


